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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
紙を主体とする積層材を材料とし、前板、側板、後板、側板を順に折れ線を介して連設し
た四角筒状の胴部と、前記前板の上辺に連接した先端方向に広がる台形の斜面状である天
前保形面と、前記後板の上辺に連接した先端方向に広がる台形の斜面状である天後保形面
と、両前記側板の上辺に連接した三角形の斜面状である両天側保形面とを備えた天保形部
と、各前記保形面に連接した天部接着板が両前記天側保形面の頂点の延長線で折り畳まれ
て内面同志が貼合されている天接着部とを備えた天部と、前記前板の下辺に連接した先端
方向に広がる台形の斜面状である底前保形面と、前記後板の下辺に連接した先端方向に広
がる台形の斜面状である底後保形面と、両前記側板の下辺に連接した三角形の斜面状であ
る両底側保形面とを備えた底保形部と、各前記保形面に連接した底部接着板が両前記底側
保形面の頂点の延長線で折り畳まれて内面同志が貼合されている底接着部とを備えた底部
とからなる内容物の直詰め可能な密封紙容器であって、
前記前板の裏面に引き裂き性を有する一対のカットテープを前記前板の前辺から前記前板
の後辺にかけて前記前板の側辺に平行に貼り合わせ、前記前板の前辺の前記カットテープ
の幅内にそれぞれノッチを設け、前記ノッチより外側に且つ前記前板の側辺と平行に且つ
前記前板の前辺から前記前板の後辺にかけて、前記積層材の表面から前記積層材の前記カ
ットテープの幅内にそれぞれ半切れ線を設けたことを特徴とする易開封性密封紙容器。
【請求項２】
紙を主体とする積層材を材料とし、前板、側板、後板、側板を順に折れ線を介して連設し
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た四角筒状の胴部と、前記前板の上辺に連接した先端方向に広がる台形の斜面状である天
前保形面と、前記後板の上辺に連接した先端方向に広がる台形の斜面状である天後保形面
と、両前記側板の上辺に連接した三角形の斜面状である両天側保形面とを備えた天保形部
と、各前記保形面に連接した天部接着板が両前記天側保形面の頂点の延長線で折り畳まれ
て内面同志が貼合されている天接着部とを備えた天部と、前記前板の下辺に連接した先端
方向に広がる台形の斜面状である底前保形面と、前記後板の下辺に連接した先端方向に広
がる台形の斜面状である底後保形面と、両前記側板の下辺に連接した三角形の斜面状であ
る両底側保形面とを備えた底保形部と、各前記保形面に連接した底部接着板が両前記底側
保形面の頂点の延長線で折り畳まれて内面同志が貼合されている底接着部とを備えた底部
とからなる内容物の直詰め可能な密封紙容器であって、
前記前板の裏面に引き裂き性を有する一本のカットテープを前記前板の前辺から前記前板
の後辺にかけて貼り合わせ、前記前板の前辺の前記カットテープの幅内に一対のノッチを
設け、前記ノッチより外側に且つ前記前板の側辺と平行に且つ前記前板の前辺から前記前
板の後辺にかけて、前記積層材の表面から前記積層材の前記カットテープの幅内にそれぞ
れ半切れ線を設けたことを特徴とする易開封性密封紙容器。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、保形性を有し、内容物の密封性に優れ、かつ、開封が容易な易開封性密封紙容
器に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
密封性と、内容物に悪影響を及ぼす水蒸気や酸素等が外部より透過してくるのを遮断する
性質としてのバリア性（以下バリアともいう）が必要な内容物の直詰め充填包装用の紙容
器としては種々のタイプがある。牛乳、ジュース、清酒等の液体用の容器として広く普及
しているゲーベルトップタイプ紙容器、ブリック（れんが）型紙容器をはじめ、正四面体
容器或いは紙カップの技術や紙管技術などを利用したもの等がある。これら紙容器は、液
体用として開発され実用化されてきたが、ヒートシールにより組み立てられた密封紙容器
であり、各種のプラスチックフィルムを積層することにより防湿性、酸素遮断性等食品保
存容器としての特性を具備するとともに、比較的剛性のある紙素材を使用しているために
、２次包装を施すことなく、そのまま、陳列することができる。従って、液体にこだわら
ず、乾燥食品、スナック菓子等広い用途に展開できる可能性を有した包装形態である。
【０００３】
これらの密封紙容器から内容物を取り出す方法として、種々の工夫がなされている。例え
ば、別ピースの注出口成形品を取り付ける方法やゲーベルトップタイプ紙容器の場合には
、開口予定部のヒートシール部に抗ヒートシール剤を部分的に塗布して、弱シール化し、
該弱シール部分を強制剥離して開放部を形成する、あるいは、ハサミで切って開口部を形
成する等の方法がとられていた。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、内容物が液体以外の用途に対応するための形態としては、従来のゲーベル
トップ型紙容器などでは、形状に新規性がなく、新しい形態の密封紙容器が望まれている
。また、ゲーベルトップ型紙容器において利用される前記抗ヒートシール剤を部分的に塗
布して、弱シール化する方法は、ゲーベルトップ型以外の形の紙容器には利用しにくいも
のである。しかし、前記乾燥食品、スナツク食品等の包装用として密封紙容器を利用する
場合には、易開封性を有することが必要であり、用途に適した開口部の形成として、例え
ば、ハサミ等を使用せずに、指のみで大きな開口部を形成する等の方法が無かった。
【０００５】
本発明の目的としては、紙およびバリア性を向上させるために用いられるプラスチックフ
ィルム等の積層材から構成される密封紙容器において、指の力のみで胴部に簡単に開口部
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を開封できる易開封性密封紙容器を提供することにある。
【０００６】
第一の発明の易開封性密封紙容器は、紙を主体とする積層材を材料とし、前板、側板、後
板、側板を順に折れ線を介して連設した四角筒状の胴部と、前記前板の上辺に連接した先
端方向に広がる台形の斜面状である天前保形面と、前記後板の上辺に連接した先端方向に
広がる台形の斜面状である天後保形面と、両前記側板の上辺に連接した三角形の斜面状で
ある両天側保形面とを備えた天保形部と、各前記保形面に連接した天部接着板が両前記天
側保形面の頂点の延長線で折り畳まれて内面同志が貼合されている天接着部とを備えた天
部と、前記前板の下辺に連接した先端方向に広がる台形の斜面状である底前保形面と、前
記後板の下辺に連接した先端方向に広がる台形の斜面状である底後保形面と、両前記側板
の下辺に連接した三角形の斜面状である両底側保形面とを備えた底保形部と、各前記保形
面に連接した底部接着板が両前記底側保形面の頂点の延長線で折り畳まれて内面同志が貼
合されている底接着部とを備えた底部とからなる内容物の直詰め可能な密封紙容器であっ
て、前記前板の裏面に引き裂き性を有する一対のカットテープを前記前板の前辺から前記
前板の後辺にかけて前記前板の側辺に平行に貼り合わせ、前記前板の前辺の前記カットテ
ープの幅内にそれぞれノッチを設け、前記ノッチより外側に且つ前記前板の側辺と平行に
且つ前記前板の前辺から前記前板の後辺にかけて、前記積層材の表面から前記積層材の前
記カットテープの幅内にそれぞれ半切れ線を設けたことを特徴とする易開封性密封紙容器
である。
【０００７】
また、第二の発明の易開封性密封紙容器は、紙を主体とする積層材を材料とし、前板、側
板、後板、側板を順に折れ線を介して連設した四角筒状の胴部と、前記前板の上辺に連接
した先端方向に広がる台形の斜面状である天前保形面と、前記後板の上辺に連接した先端
方向に広がる台形の斜面状である天後保形面と、両前記側板の上辺に連接した三角形の斜
面状である両天側保形面とを備えた天保形部と、各前記保形面に連接した天部接着板が両
前記天側保形面の頂点の延長線で折り畳まれて内面同志が貼合されている天接着部とを備
えた天部と、前記前板の下辺に連接した先端方向に広がる台形の斜面状である底前保形面
と、前記後板の下辺に連接した先端方向に広がる台形の斜面状である底後保形面と、両前
記側板の下辺に連接した三角形の斜面状である両底側保形面とを備えた底保形部と、各前
記保形面に連接した底部接着板が両前記底側保形面の頂点の延長線で折り畳まれて内面同
志が貼合されている底接着部とを備えた底部とからなる内容物の直詰め可能な密封紙容器
であって、前記前板の裏面に引き裂き性を有する一本のカットテープを前記前板の前辺か
ら前記前板の後辺にかけて貼り合わせ、前記前板の前辺の前記カットテープの幅内に一対
のノッチを設け、前記ノッチより外側に且つ前記前板の側辺と平行に且つ前記前板の前辺
から前記前板の後辺にかけて、前記積層材の表面から前記積層材の前記カットテープの幅
内にそれぞれ半切れ線を設けたことを特徴とする易開封性密封紙容器である。
【０００８】
本発明は、前記ノッチの外側に且つ前記前板の側辺と平行に且つ前板の前辺から前板の後
辺にかけて半切れ線を前記積層材の表面から設けたことを特徴とする。
【０００９】
本発明によれば、紙およびバリア性を向上させるために用いられるプラスチックフィルム
等の積層材から構成される密封紙容器において、引き裂き性のあるカットテープを胴部の
横方向に裏面に貼り合わせ、そのカットテープを引き裂くと同時に、指の力のみで簡単に
開口部を開封できるとともに、再封性に優れた易開封性密封紙容器を得ることができる。
【００１０】
【発明の実施の形態】
本発明の易開封性密封紙容器は、密封性を維持したまま指の力で開口部を開封できる紙容
器であり、その開封方法は、適用する密封性紙容器の形状の所望の部位の裏面にカットテ
ープを貼付して、このカットテープを引き裂くと同時に、密封紙容器の開口部を開封する
ができ、消費者が使用時に指の力のみで開封し得るものであり、以下具体的に説明する。
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なお、いくつかの図面に亘って同一または同様な部分には同一の符号を付けている。
【００１１】
図１は、易開封性密封紙容器の参考例１を示した斜視図である。易開封性密封紙容器Ａは
、胴部１と天部２と底部３とからなる形状である。胴部１は、前板１１、側板１２、後板
１３、側板１４からなる四角筒状である。天部２は、天保形部２ａと天接着部２ｂとから
なり、天保形部２ａは前板１１の上辺に連接する上方に広がる台形で斜面状の天前保形面
２１、両側板１２、１４の上辺に連接する三角形で斜面状の天側保形面２２、２４、後板
１３の上辺に連接する上方に広がる台形で斜面状の天後保形面２３とからなり、天接着部
２ｂは、各天保形面に連接する接着板が天側保形面２２、２４の頂点の延長線で折り畳ま
れて内面同志が貼合されている。同様に、底部３は、底保形部３ａと底接着部３ｂとから
なり、底保形部３ａは前板１１の下辺に連接する下方に広がる台形で斜面状の底前保形面
３１、両側板１２、１４の下辺に連接する三角形で斜面状の底側保形面３２、３４、後板
１３の下辺に連接する下方に広がる台形で斜面状の底後保形面３３とからなり、底接着部
３ｂは、各底保形面に連接する接着板が底側保形面３２、３４の頂点の延長線で折り畳ま
れて内面同志が貼合されている。
【００１２】
また、前板１１の裏面に一対のカットテープＰ、Ｐを横方向に平行に貼り合わせ、前板１
１の端部で貼り合せたカットテープＰ、Ｐの端部の位置にそれぞれノッチ４、４を設け、
その間を摘み部５としている。摘み部５は、開口部Ｏの端辺を紙容器の側端から突出させ
てもよく、この摘み部５を摘んで、ノッチ４、４を取っ掛かりとして、カットテープＰ、
Ｐを引き裂くと同時に、前板１１の開口部Ｏを開口することができる。この易開封性密封
紙容器Ａは、図２に示すようなブランク１０Ａを用いて組み立てることができる。
【００１３】
図２は、ブランク１０Ａの裏面を示す展開図であり、全体の形状が矩形状をなし、縦方向
に順次設けられた４条の折れ線ａ、ｂ、ｃ、ｄを介して、前板１１、側板１２、後板１３
、側板１４、接着板１５が連接され、前記の各板の上辺には、折れ線ｅを介して、天板１
１ｔ、１２ｔ、１３ｔ、１４ｔ、１５ｔが連接され、下辺には、折れ線ｆを介して、底板
１１ｂ、１２ｂ、１３ｂ、１４ｂ、１５ｂが連接されている。そして、各天板の上辺には
、折れ線ｇを介して、天接着板１１ｔｆ、１２ｔｆ、１３ｔｆ、１４ｔｆ、１５ｔｆが連
接され、各底板の下辺には、折れ線ｈを介して、底接着板１１ｂｆ、１２ｂｆ、１３ｂｆ
、１４ｂｆ、１５ｂｆが連接されている。その天板１２ｔ、１４ｔ、底板１２ｂ、１４ｂ
には、斜めに折れ線ｘが設けられ、天接着板１２ｔｆ、１４ｔｆ、底接着板１２ｂｆ、１
４ｂｆには、前記折れ線ｘの集合点から外方に向かう折れ線ｙが設けられている。
【００１４】
また、前板１１の裏面には、一対のカットテープＰ、Ｐを横方向に平行に貼り合せている
。そして、前板１１の端辺の一対のカットテープＰ、Ｐが貼り合わされている幅内にそれ
ぞれノッチ４、４を設け、そのノッチ４、４の間の部分を摘み部５としている。
【００１５】
なお、摘み部５を摘んで開口部Ｏを開口する時に、摘み部５が接着板１５から剥がれやす
いように、摘み部５の裏面（斜線部Ｑ）あるいは接着板の表面（斜線部Ｒ）に剥離性を有
するインキなどを部分的に塗布しておくこともできる。
【００１６】
図３は、易開封性密封紙容器の参考例２を示した斜視図である。易開封性密封紙容器Ｂは
、容器の形状は参考例１と同様であり、前板１１の裏面に一対のカットテープＰ、Ｐを横
方向に平行に貼り合わせている。この易開封性密封紙容器Ｂでは、ノッチ４、４から繋が
るように切り取り線６、６を積層材の表面から半切れで設けている。切り取り線６、６を
半切れで設けることによって、前板１１の引き裂きが切り取り線６、６に導かれてスムー
スにいき、開口部Ｏの開口が容易にできる。つまり、摘み部５を摘んで前板１１の開口部
Ｏを開口する時に、前板１１の裏面に貼り合わされているカットテープＰ、Ｐを引き裂い
ていくと同時に、易開封性密封紙容器Ｂの開口部Ｏを開封することができる。この易開封
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性密封紙容器Ｂは、図４に示すようなブランク１０Ｂを用いて組み立てることができる。
【００１７】
図４は、ブランク１０Ｂの表面を示す展開図である。ブランク１０Ｂでは、参考例１のブ
ランク１０Ａに加えてノッチ４、４に繋がっている切り取り線６、６を積層材の表面から
半切れで設けている。積層材の表面に切り取り線６、６を半切れで設けることによって、
前板１１の引き裂きがスムースにいくと共に、開封後における外観上も好ましいものとな
る。図５は、切り取り線６、６を半切れで設けた場合のカットテープＰ、Ｐの周辺部を示
す模式部分断面図であり、カットテープＰ、Ｐが前板１１の内面に熱接着して貼り合わさ
れ、そのカットテープＰ、Ｐ上に切り取り線６、６が半切れで設けられている。
【００１８】
図６は、第一の発明による易開封性密封紙容器の第一の実施の形態の一実施例を示した斜
視図である。易開封性密封紙容器Ｃは、容器の形状は参考例１と同様であり、前板１１の
裏面に一対のカットテープＰ、Ｐを横方向に平行に貼り合わせている。この易開封性密封
紙容器Ｃでは、ノッチ４、４から繋がるカットテープＰ、Ｐが引き裂かれる線である切り
取り線６、６（点線で示している）に沿って外側に積層材の表面から半切れで半切れ線７
、７を設けている。半切れ線７、７を切り取り線６、６の外側に設けることによって、カ
ットテープＰ、Ｐが切り取り線６、６に従って引き裂かれると同時に、開口部Ｏの紙層は
半切れ線７、７で引き裂かれる。つまり、切り取り線６、６と半切れ線７、７との間の部
分は、紙層は剥離した状態で開口部Ｏが開口される。従って、開口された開口部Ｏの周縁
には重なり部分Ｏ′ができ、この重なり部分Ｏ′があることによって、開口部Ｏを再封し
た場合、隙間を生じることなく再封することができる。この易開封性密封紙容器Ｃは、図
７に示すようなブランク１０Ｃを用いて組み立てることができる。
【００１９】
図７は、ブランク１０Ｃの表面を示す展開図である。ブランク１０Ｃでは、参考例１のブ
ランク１０Ａに加えてノッチ４、４から繋がるカットテープＰ、Ｐが引き裂かれる線であ
る切り取り線６、６に沿って外側に積層材の表面から半切れで半切れ線７、７を設けてい
る。
【００２０】
図８は、半切れ線７、７を設けた場合のカットテープＰ、Ｐの周辺部を示す模式断面図で
あり、開口部Ｏを開口する前の図８－ａでは、カットテープＰ、Ｐが前板１１の内面に熱
接着して貼り合わされ、カットテープＰ、Ｐが引き裂かれる切り取り線６、６の外側に半
切れ線７、７が設けられている。そして、開口後の図８－ｂに示すように、カットテープ
Ｐ、Ｐが切り取り線６、６で引き裂かれると同時に、前板１１の紙層が半切れ線７、７で
引き裂かれ、切り取り線６、６と半切れ線７、７の間の重なり部分Ｏ′では紙層が剥離し
た状態となる。
【００２１】
図９は、第一の発明による易開封性密封紙容器の第二の実施の形態の一実施例を示した斜
視図である。易開封性密封紙容器Ｄは、参考例１と同様に、胴部１と天部２と底部３とか
らなる形状であるが、前板１１の高さを後板１３より高く（長く）し、側板１２、１４が
台形としている。従って、天保形部２ａおよび底保形部３ａの形状が異なっている。前板
１１の裏面に一対のカットテープＰ、Ｐを横方向に平行に貼り合わせ、前板１１の端部で
貼り合せたカットテープＰ、Ｐの端部の位置にそれぞれノッチ４、４を設け、その間を摘
み部５としている。図１０はこの易開封性密封紙容器Ｄの縦断面を示す概略断面図である
。この形状にすることによって、開口部Ｏを後板１４の長さ以上の幅とすることができ、
後板１４上に位置する内容物Ｓを開口部Ｏから損傷することなく、容易に取り出すことが
できる。この易開封性密封紙容器Ｄは、図１１に示すようなブランク１０Ｄを用いて組み
立てることができる。
【００２２】
図１１は、ブランク１０Ｄの裏面を示す展開図であり、参考例１のブランク１０Ａと同様
に、全体の形状が矩形状をなし、各部位も同一である。異なる点は、前板１１の高さを後
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板１３より高く（長く）し、側板１２、１４を台形と、天板１３ｔの高さ（長さ）を天板
１１ｔより高く(長く）し、天板１２ｔ、１４ｂを台形とし、底板１３ｂの高さ（長さ）
を底板１１ｂより高く(長く）し、底板１２ｂ、１４ｂを台形としている点である。
【００２３】
以上、第一の発明について詳しく説明したが、第二の発明では、第一の発明が一対のカッ
トテープＰ、Ｐを前板１１の裏面に貼り合せているのに対して、図１２で一例を示すよう
に、２本のカットテープＰ、Ｐではなく一本のカットテープＰ′を貼り合わせ、そのカッ
トテープＰ′に一対のノッチ４、４を設ける形状としている。どちらの発明においても同
一の開封機能を有する易開封性密封紙容器を得ることができる。
【００２４】
さらに、カットテープＰ、Ｐ、Ｐ′を前板１１の裏面のみではなく、前板１１から延設し
て側板１２、後板１３、側板１４に貼り合せて引き裂く機能を持たせることもできる。
【００２５】
なお、本発明の易開封性密封紙容器は、本実施例に限定されるものではなく、後板、側板
、前板などを連設する位置関係については、本実施例に限定されるものではない。
【００２６】
本発明の易開封性密封紙容器に用いる材料は、基本的には、紙を基材として、シーラント
層が積層された構成の積層材からなっている。基材である紙層は、組み立てられた易開封
性密封紙容器に保形性を付与するとともに紙容器の表面に美麗な印刷を施すことための印
刷適性を有するものであり、容量などの程度に応じた剛度を有する坪量の紙を使用するこ
とができる。この紙には、ミルクカートン用原紙として、１００％バージンパルプにより
抄造されたものが多く用いられ、２００～２５０ｇ／ｍ2の斤量のものであるが、本発明
を乾燥食品やスナック菓子等に利用する際には、より薄い紙、例えば、１５０ｇ／ｍ2程
度迄の斤量の紙も利用することができる。
【００２７】
また、基材の紙層の裏面あるいは表裏面に、内面保護およびヒートシール性を付与するた
めのシーラント層を積層している。このシーラント層としては、例えば、ポリプロピレン
樹脂、低密度ポリエチレン樹脂、アイオノマー、アクリル系樹脂、ポリエチレンテレフタ
レート樹脂などを使用することができる。
【００２８】
さらに、耐水性、耐油性、ガスバリアー性など内容物の保存性を目的とするバリアー層を
加えてもよく、そのバリアー層としては、例えば、ポリエチレン、延伸ポリプロピレン、
ポリエチレンテレフタレート、アルミニウム箔、金属蒸着フィルムなどを、積層素材とし
て使用することができる。
【００２９】
また、カットテープＰは、引き裂き性を有するプラスチックフィルムであり、ポリオレフ
ィン系樹脂、例えばポリエチレン樹脂、ポリプロピレン樹脂などを主成分としている。ま
た、引き裂き性を持たせるために、単体フィルムで長さ方向に一軸延伸したものを使用す
ることが好ましい。
【００３０】
つぎに、本発明の易開封性密封紙容器を製造する方法を説明する。
【００３１】
まず、基材層である紙層と少なくとも最内層にシーラント層が積層された積層材を作製す
る。この積層材の表面に輪転グラビア印刷機等により、印刷を施すと同時に（インライン
）または、別工程で、積層材の裏面の所望の位置にカットテープＰを貼り合わせる。その
後、別工程の打ち抜き工程において、所定の罫入れ、切り込み線加工、抜き加工を行い、
ブランク１０Ａ～Ｄを作製する。
【００３２】
このようにして得られたブランク１０Ａ～Ｄの両端縁である前板１１と接着板１５とを熱
接着で貼り合わせて筒状とする。内容物によっては、端面からのしみ出しを防ぐために、
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貼り合わせる前に、接着板１５にテープ貼り法あるいはスカイブ＆ヘミング法等の端面処
理を施こしておくこともできる。この貼り合わせ加工は、フレームシーラー機で行われ、
図１３に示すような筒貼りをして折り畳まれた状態とする。
【００３３】
内容物の充填加工は、この折り畳まれた状態の易開封性密封紙容器Ａ～Ｄを、充填包装機
に供給して充填包装機で行われるが、折り畳まれた筒状の易開封性密封紙容器Ａ～Ｄを起
こして四角筒状とし、一方の開口端をヒートシールにより閉鎖し、ついで、他方の開口端
から内容物を充填した後、ヒートシールにより閉鎖して内容物が充填された易開封性密封
紙容器Ａ～Ｄが完成する。
【００３４】
開封する時には、図１４に示すように、摘み部５を摘み、ノッチ４、４を取っ掛かりとし
て、カットテープＰ、Ｐを連続的に引き裂いてくと同時に、前板１１を引き裂き、易開封
性密封紙容器Ａ～Ｄの開口部Ｏを開口することができ、内容物Ｓを容易に取り出すことが
できる。
【００３５】
本発明によれば、紙およびバリア性を向上させるために用いられるプラスチックフィルム
等の積層材から構成される密封紙容器において、引き裂き性のあるカットテープを胴部の
横方向に裏面に貼り合わせ、そのカットテープを引き裂くと同時に、指の力のみで簡単に
開口部を開封できる易開封性密封紙容器を得ることができる。本発明においては、引き裂
き性のあるカットテープを胴部の前板の裏面に貼り合わせ、端辺に設けたノッチを取っ掛
かりとして引き裂くと同時に、指の力のみで前板を引き裂き、簡単に密封紙容器の開口部
を開口することができるとともに、ノッチ外側に且つ前板の側辺と平行に且つ前板の前辺
から前板の後辺にかけて半切れ線を積層材の表面から設けることにより、カットテープが
引き裂かれると同時に、開口部の紙層は半切れ線で引き裂かれ、切り取り線と半切れ線と
の間の部分は、紙層は剥離した状態で開口部が開口され、開口された開口部の周縁には重
なり部分ができ、この重なり部分があることによって、開口部を再封した場合、隙間を生
じることなく再封することができるという効果を有する。本発明の易開封性密封紙容器は
、指のみで簡単に開封して内容物を取り出すことができるので、液体状内容物以外のスナ
ック菓子や乾燥食品等の包装として広く利用することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】易開封性密封紙容器の参考例１を示す斜視図である。
【図２】易開封性密封紙容器の参考例１のブランクの裏面を示す展開図である。
【図３】易開封性密封紙容器の参考例２を示す斜視図である。
【図４】易開封性密封紙容器の参考例２のブランクの裏面を示す展開図である。
【図５】易開封性密封紙容器の参考例２の模式部分断面図である。
【図６】第一の発明に係る易開封性密封紙容器の第一の実施の形態の一実施例を示す斜視
図である。
【図７】第一の発明に係る易開封性密封紙容器の第一の実施の形態の一実施例のブランク
の裏面を示す展開図である。
【図８】第一の発明に係る易開封性密封紙容器の第一の実施の形態の一実施例の模式部分
断面図である。
【図９】第一の発明に係る易開封性密封紙容器の第二の実施の形態の一実施例を示す斜視
図である。
【図１０】第一の発明に係る易開封性密封紙容器の第二の実施の形態の一実施例の縦断面
をしめす概略断面図である。
【図１１】第一の発明に係る易開封性密封紙容器の第二の実施の形態の一実施例のブラン
クの裏面を示す展開図である。
【図１２】第二の発明に係る易開封性密封紙容器の一実施例のブランクの裏面を示す展開
図である。
【図１３】本発明に係る易開封性密封紙容器の一実施例の折り畳んだ状態を示す斜視図で
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ある。
【図１４】本発明に係る易開封性密封紙容器の一実施例の開封を示す斜視図である。
【符号の説明】
Ａ　易開封性密封紙容器（参考例１）
Ｂ　易開封性密封紙容器（参考例２）
Ｃ　易開封性密封紙容器（第一の発明の第一の実施の形態）
Ｄ　易開封性密封紙容器（第一の発明の第二の実施の形態）
Ｅ　易開封性密封紙容器（第二の発明）
１　　胴部
２　　天部
２ａ　天保形部
２ｂ　天接着部
３　　底部
３ａ　底保形部
３ｂ　底接着部
４　　ノッチ
５　　摘み部
６　　切り取り線
７　　半切れ線
１０Ａ　ブランク（易開封性密封紙容器Ａ）
１０Ｂ　ブランク（易開封性密封紙容器Ｂ）
１０Ｃ　ブランク（易開封性密封紙容器Ｃ）
１０Ｄ　ブランク（易開封性密封紙容器Ｄ）
１０Ｅ　ブランク（易開封性密封紙容器Ｅ）
１１　　前板
１２　　側板
１３　　後板
１４　　側板
１５　　接着板
１１ｔ～１５ｔ　　天板
１１ｂ～１５ｂ　　底板
１１ｔｆ～１５ｔｆ　　天部接着板
１１ｂｆ～１５ｂｆ　　底部接着板
２１　　天前保形面
２２　　天側保形面
２３　　天後保形面
２４　　天側保形面
３１　　底前保形面
３２　　底側保形面
３３　　底後保形面
３４　　底側保形面
ｌ　　前辺
ｍ　　後辺
ｎ　　側辺
ｘ　　斜め罫
ｙ　　センター罫
Ｏ　　開口部
Ｏ′　重なり部（開口部）
Ｐ　　カットテープ
Ｑ　　剥離剤塗布部
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Ｒ　　剥離剤塗布部
Ｓ　　内容物

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図８】 【図９】

【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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